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千
葉
県
で
は
、
県
民
の
動
物
愛

護
の
精
神
を
醸
成
し
、
動
物
の
適

正
な
管
理
の
普
及
を
推
進
す
る
こ

と
に
よ
り
、
人
と
動
物
の
共
生
す

る
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
、
こ

の
た
び
「
千
葉
県
動
物
の
愛
護
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
」
を
公
布

し
ま
し
た
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
27
年
４
月

１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

〈
主
な
内
容
〉

◇
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す

る
施
策

・
子
ど
も
に
対
す
る
普
及
啓
発
に

関
す
る
援
助

・
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
装
着
に
関

す
る
普
及
啓
発

・
殺
処
分
が
な
く
な
る
こ
と
を
目

指
す
た
め
の
取
り
組
み
（
引
き
取

り
・
捕
獲
数
の
減
少
、
返
還
お
よ

び
譲
渡
の
促
進
）

・
被
災
動
物
の
救
護
体
制
の
整
備
等

◇
動
物
の
適
正
な
取
り
扱
い

①
犬
の
し
つ
け
方
教
室

▼
講
座
＝
①
基
礎
、
②
実
技

▼
開
催
日
＝
①
②
１
月
10
日
㈯
、

２
月
７
日
㈯
、
３
月
８
日
㈰

▼
時
間
＝
①
13
時
〜
14
時
30
分
、

②
14
時
〜
16
時

▼
募
集
人
数
＝
各
先
着
30
組

▼
参
加
費
＝
①
無
料
、
②
３
，０

０
０
円

※

実
技
講
座
は
（
公
財
）
千
葉
県

動
物
保
護
管
理
協
会
が
開
催

②
パ
ピ
ー
ク
ラ
ス

　

子
犬
の
飼
い
方
し
つ
け
方
を
学

び
ま
す
。

▼
開
催
日
＝
１
月
24
日
㈯
、
２
月

28
日
㈯
、
３
月
28
日
㈯

※

時
間
応
相
談

▼
参
加
費
＝
無
料

③
一
般
譲
渡
会

　

セ
ン
タ
ー
の
成
犬
・
成
猫
を
譲

渡
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
１
月
22
日
㈭
、
２
月
26

日
㈭
、
３
月
26
日
㈭
13
時
30
分
〜

15
時
（
直
接
受
付
時
間
に
お
越
し

く
だ
さ
い
）

▼
参
加
費
＝
無
料

④
飼
い
主
さ
が
し
の
会

　

犬
猫
の
欲
し
い
方
、あ
げ
た
い
飼

い
主
さ
ん
と
の
出
会
い
の
場
で
す
。

▼
日
時
＝
１
月
10
日
㈯
、
２
月
７

日
㈯
、
３
月
８
日
㈰

・
犬
猫
の
欲
し
い
方
９
時
30
分
〜

10
時

・
犬
猫
を
あ
げ
た
い
方
10
時
〜
11
時

▼
参
加
費
＝
無
料

⑤
一
般
譲
渡
会

　

セ
ン
タ
ー
支
所
の
成
犬
・
成
猫

を
譲
渡
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
１
月
23
日
㈮
、
２
月
20

日
㈮
、
３
月
20
日
㈮
13
時
30
分
〜

15
時

▼
会
場
＝
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン

タ
ー
東
葛
飾
支
所
（
柏
市
高
柳
１

０
１
８

－

６
）

▼
参
加
費
＝
無
料

☎
０
４（
７
１
９
１
）０
０
５
０

〈
共
通
事
項
〉

▼
会
場
＝
①
〜
④
千
葉
県
動
物
愛

護
セ
ン
タ
ー
（
富
里
市
御
料
７
０

９

－

１
）

▼
受
付
時
間
＝
開
始
前
30
分
間

□申
・
□問
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
４
７
６
（93）
５
７
１
１

・
動
物
を
飼
お
う
と
す
る
場
合
は
、

動
物
の
習
性
や
周
辺
の
生
活
環
境

に
及
ぼ
す
影
響
な
ど
を
考
慮
し
、

終
生
飼
え
る
か
ど
う
か
の
判
断
を

慎
重
に
行
う
こ
と

・
飼
い
主
等
は
、
動
物
の
健
康
状

態
に
配
慮
し
、
周
辺
住
民
に
迷
惑

を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

・
災
害
時
に
備
え
て
、
同
行
避
難

を
す
る
た
め
の
準
備
を
し
て
お
く

こ
と

・
犬
は
囲
い
の
中
で
飼
う
か
、
ロ

ー
プ
な
ど
で
つ
な
い
で
飼
い
、
散

歩
な
ど
の
際
は
、
ふ
ん
を
持
ち
帰

る
た
め
の
容
器
を
携
行
し
、
適
正

に
処
理
す
る
こ
と

・
猫
は
屋
内
で
飼
う
よ
う
に
努
め

る
こ
と

・
動
物
が
人
へ
危
害
を
加
え
な
い
よ

う
に
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と

◇
飼
い
主
等
へ
の
規
制

・
犬
ま
た
は
猫
を
合
わ
せ
て
10
頭

以
上
飼
う
場
合
は
、
保
健
所
へ
多

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
（
賦
課
期
日
）
に
土
地
、
家
屋

等
を
所
有
し
て
い
る
方
に
納
め
て

い
た
だ
く
税
金
で
す
。

　

居
宅
や
作
業
場
等
の
家
屋
の
取

り
壊
し
や
用
途
の
変
更
（
店
舗
を

居
宅
と
し
て
使
用
等
）
を
し
た
方
、

課
税
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
を
お
持

ち
の
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

す
で
に
滅
失
や
変
更
の
登
記
済

み
、
税
務
課
に
届
出
済
み
の
も
の

を
除
く

　

ま
た
、
未
評
価
家
屋
を
特
定
す

る
た
め
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し

て
い
ま
す
の
で
、
調
査
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

□問
税
務
課
資
産
税
班
　

　

☎
（70）
０
３
２
２

頭
飼
養
の
届
出
を
す
る
こ
と
（
違

反
す
る
と
５
万
円
以
下
の
過
料
が

科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

・
特
定
動
物
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た

場
合
は
、保
健
所
へ
通
報
す
る
こ
と

（
違
反
す
る
と
30
万
円
以
下
の
罰
金

が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

・
特
定
動
物
が
人
へ
危
害
を
加
え

た
場
合
は
、
保
健
所
へ
届
出
を
す

る
こ
と
（
違
反
す
る
と
20
万
円
以

下
の
罰
金
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
）

・
犬
が
人
を
か
ん
だ
と
き
は
保
健

所
へ
届
け
出
し
、か
ん
だ
犬
が
狂
犬

病
の
疑
い
が
な
い
か
ど
う
か
獣
医

師
の
検
診
を
受
け
さ
せ
る
こ
と（
違

反
す
る
と
20
万
円
以
下
の
罰
金
が

科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

□問
県
庁
健
康
福
祉
部
衛
生
指
導
課

　

☎
０
４
３（
２
２
３
）２
６
４
２

　

山
武
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
（
保
健
所
）
☎
（54）
０
６
１
１

　
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
４
７
６
（93）
５
７
１
１

　
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
東

　
葛
飾
支
所
　

　

☎
０
４（
７
１
９
１
）０
０
５
０

千
葉
県
動
物
の
愛
護
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
が
公
布

家
屋
の
取
り
壊
し
等
を
し
た
方
は
ご
連
絡
を

千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

動
物
愛
護
事
業

　瑞穂小、大網東小、増穂北小、季美の森小学校の6年生を対象と
した市税務課職員による租税教室が11月～12月にかけ行われまし
た。この教室は次代を担う児童が、国や地方公共団体の財政を支え
る租税の意義や役割を正しく理解し、その使い道に関心を持っても
らうことを目的としています。
　まずはじめに「税金の種類と仕組み」、「なぜ税金が必要なの
か」ということを消費税を例としたイラスト入りのパネルを使って学習。
その後「税金が無くなると自分達の生活はどうなるのか」を分かり
やすく紹介したアニメを視聴しました。
　参加した児童たちからは「税金はお互いに助け合うためにあるこ
とが分かった、豊かで安全な生活を送るために、なくなると大変だ」
などの意見が出されました。

　県内すべての事業所で働く労働者（パート、アルバイトを含む）に適用さ
れる「千葉県最低賃金」と特定の業種の事業所で働く労働者に適用される
「特定最低賃金」が改正されました。
　支払賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、
家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与および臨
時の賃金は除外します。

□問千葉労働局労働基準部賃金室　☎０４３（２２１）２３２８

千葉県の最低賃金が改正

調味料製造業
鉄　鋼　業
はん用機械器具、生産用機械器具製
造業
電子部品・デバイス・電子回路、電
気機械器具、情報通信機械器具製
造業
計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具・理化学機械器具製
造業、医療用機械器具・医療用品製
造業、光学機械器具・レンズ製造業、
時計・同部分品製造業、眼鏡製造業
各種商品小売業
自動車（新車）小売業

改正時間額
７９８円
８３９円
８８０円

８５５円

８５９円

８４１円

８１９円
８５０円

発効日
H 2 6 . 1 0 . 1

H 2 6 . 1 2 . 2 5

千
葉
県
特
定
最
低
賃
金

最低賃金件名
千葉県最低賃金

　市では、4カ所の施設に廃食用油回収箱
を設置して、家庭から出る天ぷら油などの廃
食用油を回収しています（使用済み・未使用
は問いません）。回収した油は、再生処理業
者に売り払い、バイオディーゼル燃料等にリ
サイクルしています。ごみの減量化や地球環
境の保全のため、皆さんの協力をお願いし
ます。
▶回収時間＝８時３０分から17時まで（年
末・年始を除く）
※中部コミュニティセンターは、施設休館日
は利用できません
▶回収方法＝ペットボトルに油を移しかえて、
ペットボトルごと回収箱に入れてください（使
用済みのものは、一度こしてください）。
▶回収実績＝約２，２５０ℓ
（４月～11月）

▶その他
・バターやラードなど、動物性の油脂や、エン
ジンオイルなどは回収できません。また、事
業者の方の利用はご遠慮ください。
・屋外（リサイクル回収倉庫等）では回収して
いませんので、必ず施設に設置してある回
収箱に入れてください。
□問地域づくり課環境対策班
　☎（70）０３８６

廃食用油の回収をしています

回収場所

市役所

中部コミュニ

ティセンター（※）

白里出張所

平　日

玄関ロビー

玄　関

土・日・祝日

当直室前

税金は何のためにあるの？租税教室


